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あけましておめでとうございます 

新 し い 一 年 が 始 ま り ま し た 。 旧 年 中 は 、 大 変 お 世 話 に な り 、 本 当 に

あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

今 年 の 干 支 は『 午 』。そ し て 60 年 に 一 度 の 丙 午 に あ た り ま す 。『 丙

午 の 年 は 火 事 が 多 い 』 と い う 迷 信 が あ り ま す が 、 先 取 り し た の か 昨 年

は 火 災 が 多 か っ た よ う に 思 い ま す 。 日 本 で は 2 月 に 岩 手 県 大 船 渡 市 で

山 火 事 、 8 月 に は 大 阪 道 頓 堀 で ビ ル 火 災 、 11 月 は 大 分 の 佐 賀 関 で 住 宅

火 災 。海 外 で は 1 月 に ロ サ ン ゼ ル ス の 山 火 事 、11 月 に 香 港 で マ ン シ ョ

ン 火 災 。 加 え て 地 震 も 多 く 津 波 も あ り ま し た 。 今 年 は 、 暴 れ 馬 は 勘 弁

し て 欲 し い で す 。  

一 方 、 丙 午 は 、 丙 （ 陽 の 日 ） と 午 （ 火 の 気 ） が 重 な る 勢 い が あ る 良

い 年 だ そ う で す 。 ス ポ ー ツ で 大 き な イ ベ ン ト が あ る 今 年 、 選 手 に 勢 い

と 明 る い 結 果 を も た ら し て 欲 し い で す ね 。そ の ス ポ ー ツ イ ベ ン ト 、2 月

に イ タ リ ア で 冬 季 オ リ ン ピ ッ ク 、 3 月 は 野 球 の ワ ー ル ド ・ ベ ー ス ボ ー

ル・ク ラ ッ シ ッ ク 、6 月 に サ ッ カ ー の ワ ー ル ド カ ッ プ が 開 催 さ れ ま す 。  

し か し 、よ り に よ っ て 2 月 、3 月 に 冬 季 オ リ ン ピ ッ ク と ワ ー ル ド ・ベ ー ス ボ ー ル・ク ラ ッ シ

ッ ク と は ！ 私 は 、超 忙 し い 時 期 で す 。テ レ ビ 観 戦 も ま ま な ら ず 、あ っ と い う 間 に 時 間 が 駆 け 抜

け る の で し ょ う ね (T_T)。  

さ て 、 私 は 、 今 年 50 代 半 ば に 突 入 し ま す 。 気 力 、 体 力 、 集 中 力 が ど ん ど ん 衰 え て 、 ソ フ ト

テ ニ ス も 全 然 勝 て な い の で す が (^^;)、 午 年 に あ や か っ て 、 農 耕 馬 の よ う に 粘 り 強 く 、 着 実 に

前 に 進 ん で い き た い と 思 い ま す 。今 年 も ご 指 導 ご 鞭 撻 の ほ ど よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。皆 様

に 丙 午 の 力 強 い 火 の エ ネ ル ギ ー が 一 年

を 明 る く 照 ら し ま す よ う に 。  

 

 ☆  お 知 ら せ （ 2026 年 1 月 の 税 務 ）  

 

期   限  項   目  

1 月 10 日  
 

1 2 月 分 源 泉 所 得 税 ・ 住 民 税 の 特 別 徴 収 税 額 の 納 付  

1 月 20 日  
 納 期 特 例 の 適 用 者 の 前 年 7 月 ～ 12 月 分 の 源 泉 所 得 税 の 納 付  

2 月 2 日  
 

支 払 調 書 の 提 出  

 

固 定 資 産 税 の 償 却 資 産 に 関 す る 申 告  

 

1 1 月 決 算 法 人 の 確 定 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ （ 法 人 事 業 所 税 ） ・ 法 人 住 民 税 ＞  

 

2 月 、 5 月 、 8 月 、 11 月 決 算 法 人 の 3 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確 定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

法 人 ・ 個 人 事 業 者 の 1 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確 定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

5 月 決 算 法 人 の 中 間 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ 法 人 住 民 税 ＞ （ 半 期 分 ）  

  
 

消 費 税 の 年 税 額 が 400 万 円 超 の 2 月 、 5 月 、 8 月 決 算 法 人 の 3 月 ご と の 中 間 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 
 

消 費 税 の 年 税 額 が 4,8 00 万 円 超 の 10 月 、 11 月 決 算 法 人 を 除 く 法 人 ・ 個 人 事 業 者 の 1

月 ご と の 中 間 申 告 （ 9 月 決 算 法 人 は 2 ヶ 月 分 ）  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 
 

給 与 支 払 報 告 書 の 提 出  

  
 給 与 所 得 者 の 扶 養 控 除 等 申 告 書 の 提 出 （ 本 年 最 初 の 給 与 支 払 日 の 前 日 ）  

  
個 人 の 道 府 県 民 税 及 び 市 町 村 民 税 の 納 付 （ 第 4 期 分 ）（ 1 月 中 に お い て 市 町 村 の 条 例

で 定 め る 日 ）  

 

 ☆  個 人 事 業 主 の 決 算 書 作 成 の ポ イ ン ト   

 

確 定 申 告 が 近 づ い て き ま し た 。 個 人 事 業 主 の 決 算 書 作 成 の ポ イ ン ト を お 伝 え し ま す 。  

⻄⽥成希税理⼠事務所
〒 659 -0053  

芦屋市松浜町 6 - 14 -2  

Te l： 090 - 7490 - 7396  

Fax： 0797 - 78 -6488  

 

 

☆  確 定 申 告 の 準 備 の お 願 い  

売 上・仕 入・必 要 経 費 等 お ま と め く だ さ い 。副 業 、不 動 産 の 譲 渡 、保 険 の 満 期 。

解 約 な ど も 確 定 申 告 が 必 要 で す 。 そ れ ぞ れ 書 類 を ご 準 備 く だ さ い 。  

・  10 月 以 降 既 に 届 い て い る 「 保 険 料 控 除 証 明 書 」 「 地 震 保 険 料 控 除 証 明 書 」

「 小 規 模 企 業 共 済 掛 金 控 除 証 明 書 」  

・  年 末 や 1 月 終 わ り に 届 く 「 給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票 」 「 年 金 の 源 泉 徴 収 票 」

「 国 民 健 康 保 険 や 介 護 保 険 の 年 間 支 払 通 知 （ 市 役 所 等 か ら 送 付 さ れ ま す ） 」  

・  1 月 か ら 12 月 末 に 支 払 っ た 「 医 療 費 の 領 収 書 」  

な ど 、必 要 な も の は た く さ ん あ り ま す 。（ 分 か ら な け れ ば 、と に か く 全 部 お 預 り

さ せ て く だ さ い ） 。  
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タ イ ト ル は 個 人 事 業 主 と な っ て い ま す が 、青 色 申 告 の 特 典 を 除 い て 会 社 の 決 算 も 同 じ で す 。参

考 に し て い た だ け れ ば と 思 い ま す 。  

 

◆  個 人 事 業 主 の 決 算 書  

個 人 事 業 主 は 、確 定 申 告 書 に 決 算 書 を 添 付 す る 必 要 が あ り ま す が 、そ の 決 算 書 は 下 記 の 種 類

が あ り ま す 。ど ん な 書 類 を 作 成 す る か 、で 青 色 申 告 の 特 典 が 変 わ っ て き ま す の で 、ご 注 意 く だ

さ い 。 頑 張 っ て 損 益 計 算 書 を 作 っ て せ め て 10 万 円 の 青 色 申 告 の 特 典 を ゲ ッ ト し ま し ょ う ！  

 青 色 申 告  白 色 申 告  

 特 別 控 除 65 万 円  特 別 控 除 10 万 円  特 別 控 除 な し  

提 出 書 類  

損 益 計 算 書  

損 益 計 算 書 の 内 訳 書  

貸 借 対 照 表  

損 益 計 算 書  

損 益 計 算 書 の 内 訳 書  

収 支 内 訳 書  

作 成 帳 簿  
正 規 の 簿 記（ 複 式 簿 記 ）で

作 成 し た 帳 簿  

簡 易 な 簿 記（ 単 式 簿 記 ）で

作 成 し た 帳 簿  

収 入 金 額 や 必 要 経 費 を 記

載 し た 簡 易 な 帳 簿  

 

◆  決 算 書 を 作 成 す る た め に  

(1) 売 上 ・ 仕 入 ・ 経 費 の ま と め  

請 求 書 、 領 収 書 な ど を 整 理 し て 毎 月 の 合 計 金 額 と 年 間 の 合 計 金 額 を 計 算 し ま し ょ う 。  

売 上 と 仕 入 は 、 損 益 計 算 書 の 内 訳 書 に 毎 月 の 合 計 金 額 を 記 載 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

(2) 売 上 ・ 仕 入 等 の 注 意 点  

年 末 ま で に 商 品 等 の 提 供 が 終 わ っ て い る 売 上 に つ い て は 、入 金 が 翌 年 で あ っ て も 、今 年 の

売 上 と し て 計 上 す る 必 要 が あ り ま す 。  

仕 入 等 に つ い て は 、年 末 ま で に 商 品 等 の 提 供 を 受 け た も の は 、支 払 が 翌 年 で あ っ て も 、今

年 の 仕 入 等 と し て 計 上 し ま す 。 商 品 の 仕 入 等 は 、 (4)の 棚 卸 し も 大 切 に な っ て き ま す 。  

 

(3) 未 払 経 費 ・ 前 払 経 費 の 計 上  

年 末 ま で に サ ー ビ ス 等 の 提 供 を 受 け て い る 経 費 に つ い て は 、 支 払 が 翌 年 で あ っ て も 今 年

の 経 費 に 計 上 で き ま す 。逆 に 年 末 ま で に 支 払 い が 終 わ っ て い て も 、サ ー ビ ス 等 の 提 供 が 翌 年

で あ れ ば 、 今 年 の 経 費 に 計 上 で き ま せ ん 。  

 

(4) 棚 卸 し  

個 人 の 場 合 は 12 月 31 日 で 決 算 を 組 み ま す 。12 月 31 日 現 在 の 商 品 在 庫 や 貯 蔵 品 の 在 庫 を

調 べ て 記 録 し て お い て く だ さ い 。売 上 と 仕 入 (売 上 原 価 )は 対 応 し ま す 。在 庫 は 購 入 時 に 仕 入

等 と し て 経 費 に な っ て い ま す が 、 売 れ て い な い た め 仕 入 等 の 経 費 か ら 除 い て 資 産 と し て 計

上 し ま す 。 そ の た め に も 棚 卸 し を し て 正 し い 在 庫 を 把 握 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

(5) 減 価 償 却  

機 械 装 置 や 工 具 器 具 備 品 、車 両 運 搬 具 な ど の 固 定 資 産 に つ い て は 、購 入 時 に 全 額 を 経 費 に

計 上 す る こ と は で き ま せ ん 。  

固 定 資 産 は 、あ る 程 度 の 期 間 に ま た い で 使 用 で き ま す の で 、使 用 期 間（ 耐 用 年 数 ）に 応 じ

て 経 費 に し ま す 。  

 

(6) 家 事 関 連 費  

事 業 上 の 必 要 経 費 と 生 活 費 が 混 在 す る も の を「 家 事 関 連 費 」と い い ま す 。例 え ば 自 宅 兼 事

務 所 の 費 用 、 事 業 用 と プ ラ イ ベ ー ト 用 に 兼 用 し て い る 自 動 車 関 連 の 費 用 な ど で す 。  

こ れ ら の 家 事 関 連 費 は 、 合 理 的 な 基 準 に よ っ て 事 業 用 と プ ラ イ ベ ー ト 用 の 割 合 で 按 分 し

事 業 用 の 分 の み が 必 要 経 費 と な り ま す 。  

 

 

 

 ☆  税 理 士 事 務 所 も 調 査 が あ り ま す   

 

財 務 省 が 公 表 し た 2024 事 務 年 度 の 「 国 税 庁 実 績 評 価 書 」 に よ る と 、 国 税 当 局 の 担 当 者 が 税

理 士 事 務 所 を 訪 問 し て 実 施 す る「 税 理 士 法 に 基 づ く 税 理 士 等 に 対 す る 調 査 」は 3,319 件 で 4 年

連 続 の 増 加 と な り ま し た 。  

 

実 績 評 価 書 は 、「 国 税 庁 が 達 成 す べ き 目 標 」に 対 す る 実 績 を 財 務 省 が 評 価 し て 公 表 す る も の 。

① 内 国 税 の 適 正 か つ 公 平 な 賦 課 及 び 徴 収   ② 酒 類 業 の 健 全 な 発 達   ③ 税 理 士 業 務 の 適 正 な 運

営 の 確 保 ― ― ― の 3 項 目 に つ い て 、そ れ ぞ れ 5 段 階 で 評 価 。① と ② は 3 番 目 に 高 い 評 価 の「 Ａ

（ 相 当 程 度 進 展 あ り ） 」 、 ③ は 2 番 目 に 高 い 評 価 の 「 Ｓ （ 目 標 達 成 ） 」 と し ま し た 。  

 

税 理 士 法 に 違 反 す る 行 為 の 有 無 を 確 認 す る た め に 国 税 当 局 が 税 理 士 事 務 所 を 訪 問 し て 業 務

内 容 を 調 べ る「 税 理 士 法 に 基 づ く 税 理 士 等 に 対 す る 調 査 」（ 税 理 士 調 査 ）の 実 施 件 数 は 3,319

件 。 21 年 度 か ら 4 年 連 続 で 増 加 し て い ま す 。  

 

税 理 士 専 門 官 の「 指 導 監 督 事 務 」に 対 す る 評 価 で は 、① 税 理 士 等 に 対 す る 調 査（ 税 理 士 法 違

反 行 為 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 懲 戒 処 分 等 を 視 野 に 入 れ て 証 拠 資 料 の 収 集 等 を 行 う 事 務 ）や

実 態 確 認（ 税 理 士 法 違 反 行 為 が 明 ら か で な い 場 合 な ど に 業 務 の 執 行 状 況 等 の 実 態 を 確 認 す る 事

務 ）   ② 税 理 士 法 第 52 条 違 反 行 為 の 確 認 （ に せ 税 理 士 で あ る と 想 定 さ れ る 者 等 に 対 し て 業 務

の 実 態 を 確 認 す る 事 務 ）  ③ 情 報 の 収 集（ 税 理 士 法 違 反 行 為 に 関 す る 情 報 を 収 集 す る 事 務 ）―

― ― な ど に 費 や す 時 間 が 業 務 全 体 の う ち 85.4％ を 占 め た と し て い ま す 。19 年 度 の 73.4％ と 比

べ 、 5 年 間 で 12 ポ イ ン ト 上 昇 し ま し た 。  

 

税 理 士 調 査 の 件 数 増 加 に 比 例 し て 、 懲 戒 処 分 の 件 数 も 増 加 し て い ま す 。 24 年 度 の 処 分 件 数

は 64 件 で 、 前 年 度 か ら 26 件 の 増 加 、 前 々 年 度 か ら は 51 件 の 増 加 と な り ま し た 。 処 分 の 内 訳

は 禁 止 （ 解 散 ） が 10 件 、 停 止 が 52 件 、 戒 告 が 2 件 と な っ て い ま す 。  


